
 

 

 

 

 

A02 基本規程 

【役員及び評議員の報酬等に関する規程】 
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役員及び評議員の報酬等に関する規程 

 

（趣 旨）  

第１条 この規程は、一般財団法人北陸予防医学協会定款（以下「定款」という。）第１２条及び第２７条の規程

に基づき、役員及び評議員（以下「役員等」という。）の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（報酬等の支給） 

第２条 役員等に対しては、それぞれの役員等の勤務形態に応じて、次のとおり報酬等を支給するものとする。  

(1) 常勤の理事 報酬、賞与及び退職手当 、特別功労手当、弔慰手当 

(2) 非常勤の役員 報酬 

(3) 評議員  報酬 

２ 退職手当は、常勤の理事として円満に勤務し、かつ、任期の満了、辞任又は死亡により退任した場合の

み支給する。 

（報酬等の額の算定方法） 

第３条 常勤の理事に対する報酬等の額は、次の各号に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める額の

範囲内で、理事会の決議を経て、理事長が定める。 

(1) 報酬は、別表第１に定める額 

(2) 賞与は、基本給（諸手当を除く）に別表第２に定める算式により算出される額 

(3) 退職手当は、基本給（諸手当を除く）に別表第３に定める算式により算出される額 

(4) 常勤の理事で、退職時に特に功労顕著と理事会が認めた者に対し、特別功労手当として、別表第４

に定める算式により算出される額を退職手当に加算できる。 

(5) 常勤の理事が、任期中に死亡した場合には、弔慰手当として、別表第５に定める算式により算出され

る額を支給する。 

２ 非常勤の役員に対する報酬の額は、理事会への出席の都度、一人２０，０００円までの範囲内で、理事に

おいては理事会で、監事においては監事の協議により定める。 

３ 評議員に対する報酬の額は、評議員会への出席の都度、一人２０，０００円までの範囲内で、評議員会で

定める。 

（報酬等の支給方法） 

第４条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、次の各号に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定

める時期とする。 

(1) 報酬 毎月２５日（ただし、当該日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、一般財団法人北陸予

防医学協会職員給与規定第６条の規程に準じて支給する。） 

(2) 賞与 毎年７月、１２月 

２ 非常勤の役員及び評議員に対する報酬は、それぞれ理事会又は評議員会への出席等、必要の都度、

支給する。 

３ 報酬等は、通貨をもって本人（死亡により退任した者の退職手当にあっては、その遺族。以下同じ。）に支

払う。ただし、本人から申し出があったときは、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことが

できる。 
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４ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 

（報酬の額の日割計算） 

第５条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。 

２ 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、その日までの報酬を支給する。 

３ 月の中途において就任し、又は退任し、若しくは解任された場合における報酬の額については、その月

の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

４ 第２項の規程にかかわらず、常勤の理事が死亡により退任した場合は、その月までの報酬を支給する。 

（委 任） 

第７条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。 

（改 廃） 

第６条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規定は、一般財団法人北陸予防医学協会の設立の登記の日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

役職名 報酬月額の範囲 報酬年額（参考値） 

理事長 ６４２，９００円～１，１１４，３００円 ９００万円～１，５６０万円 

副理事長 ５１４，３００円～８５７，１００円 ７２０万円～１，２００万円 

専務理事 ４２８，６００円～７２８，６００円 ６００万円～１，０２０万円 

常務理事 ３８５，７００円～６９２，９００円 ５４０万円～９００万円 

（医療職）理事 ６４２，９００円～１，３２５，７００円 ９００万円～１，８００万円 

（注）医療職とは、医師等をさす。使用人兼務役員としての理事には、役員報酬を支給しない。 

 

別表第２（第３条関係） 

 ７月の賞与：基本給の月額×係数（１．０以内） 

１２月の賞与：基本給の月額×係数（１．０以内） 

 

別表第３（第３条関係） 

役職名 退職手当 

理事長 基本給の月額×在職年数×１．５ 

副理事長 基本給の月額×在職年数×１．２ 

専務理事 基本給の月額×在職年数×１．１ 

常務理事 基本給の月額×在職年数×１．１ 

理事 基本給の月額×在職年数×１．０ 

 

別表第４（第３条関係） 

特別功労手当：退職手当×５０％以内 

 

別表第５（第３条関係） 

弔慰手当（業務上死亡の場合）：死亡時の報酬月額×３６ヶ月分 

弔慰手当（業務外死亡の場合）：死亡時の報酬月額×６ヶ月分 

 

 


